
墓
地
所
有
権
と
財
産
区
へ
こ
）

　
　
　
　
　
大
阪
府
箕
面
市
小
野
原
墓
地
を
手
が
か
り
と
し
て

　
　
　
目
　
　
　
次

　
　
　
は
じ
め
に

　
　
「
　
明
治
以
降
の
墓
地
法
制

　
　
二
　
大
阪
府
、
箕
面
市
（
豊
川
村
）
の
墓
地
行
政
…
…
（
以
上
第
三
一
三
三
・
四
合
併
号
）

　
　
三
　
小
野
原
墓
地
の
管
理
実
体
（
以
下
本
号
）

　
　
四
　
小
野
原
墓
地
の
所
有
権

　
　
五
　
墓
地
所
有
権
と
財
産
区

　
　
　
お
わ
り
に

　
　
　
　
　
三
　
小
野
原
墓
地
の
管
理
実
体

e
　
小
野
原
墓
地
の
歴
史

　
小
野
原
墓
地
が
、
形
成
さ
れ
た
正
確
な
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

竹

内

康

博

宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
「
摂
州
嶋
下
郡
小
野
原

15932巻3・4号
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村
諸
色
付
込
帳
　
庄
屋
恒
河
善
兵
衛
帳
」
（
箕
面
市
教
育
委
員
会
蔵
）
に
は
、
「
墓
所
壱
ヶ
所
　
竪
弐
拾
五
問
横
三
拾
問
　
南
山
山
郭
御

年
貢
地
之
内
」
と
あ
る
。
ま
た
、
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
一
橋
徳
川
家
文
書
（
箕
面
市
教
育
委
員
会
蔵
）
「
摂
津
国
川
辺
組
曲
豆
嶋
郡

嶋
下
郡
村
々
様
子
大
概
書
」
の
小
野
原
村
の
欄
に
は
、
「
＝
基
弐
ヶ
所
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
江
戸
後
期
に
は
小

野
原
村
に
墓
地
が
成
立
し
て
い
た
亡
と
が
窺
え
る
。

　
さ
ら
に
、
現
在
の
小
野
原
墓
地
内
で
判
読
可
能
な
墓
碑
の
年
号
で
一
番
古
い
も
の
は
延
享
五
（
一
七
四
八
）
年
の
も
の
で
、
こ
の
こ

と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
既
に
小
野
原
村
上
峠
ノ
下
（
現
小
野
原
西
六
丁
目
）
に
小
野
原
墓
地
は
存
在
し
て
お
り
、

そ
の
ま
ま
明
治
維
新
を
迎
え
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
小
野
原
西
六
丁
目
四
七
四
番
二
の
土
地
は
、
法
務
局
所
管
の
旧
土
地
台
帳
に
よ
れ
ば
「
字
峠
ノ
下
四
七
二
番
二
　
墓
地

　
三
反
八
畝
二
歩
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
土
地
の
所
有
主
氏
名
欄
は
「
共
有
地
」
と
な
っ
て
お
り
、
免
租
地
で
あ
っ
た
。
な

お
、
昭
和
二
九
年
に
同
番
三
へ
分
筆
さ
れ
た
が
、
所
有
主
氏
名
欄
に
変
更
は
な
か
っ
た
。

　
本
件
墓
地
は
、
不
動
産
登
記
簿
で
は
、
表
題
部
の
所
有
者
欄
に
「
共
有
地
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
昭
和
六
二
年
一
月

二
九
日
に
な
っ
て
錯
誤
を
理
由
と
し
て
「
箕
面
市
大
字
小
野
原
財
産
区
」
と
訂
正
さ
れ
た
上
で
所
有
権
保
存
登
記
が
な
さ
れ
、
同
年
に

同
番
六
お
よ
び
七
へ
分
筆
さ
れ
た
。
し
か
し
、
平
成
一
四
年
三
月
一
二
日
に
錯
誤
を
理
由
に
当
該
登
記
が
抹
消
さ
れ
、
そ
の
後
、
小
野

原
地
区
に
居
住
す
る
二
名
の
共
有
名
義
で
所
有
権
保
存
登
記
が
行
わ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
大
阪
府
池
田
保
健
所
が
保
管
す
る
墓
地
台
帳
に
よ
れ
ば
、
本
件
小
野
原
墓
地
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

経
営
主
体

経
営
者
住
所

経
営
者
氏
名

部
落
営
（
小
野
原
）

箕
面
市
小
野
原

小
野
原

32巻34号160



　
土
地
所
有
者
住
所
　
　
箕
面
市
小
野
原

　
土
地
所
有
者
氏
名
　
　
小
野
原

ち
な
み
に
、
墓
地
管
理
者
住
所
・
氏
名
欄
は
空
欄
と
な
っ
て
い
る
。

墓地所有権と財産区（二）

口
　
小
野
原
墓
地
管
理
の
実
体

　
明
治
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
っ
て
豊
川
村
と
な
っ
て
以
降
も
、
小
野
原
墓
地
は
そ
れ
ま
で
ど
お
り
小
野
原
に
居
住
す
る
人
々
に

よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
具
体
的
に
は
、
春
秋
の
彼
岸
や
盆
の
墓
掃
除
は
、
何
ら
か
の
ル
ー
ル
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
し
、
分
家
な
ど
に
よ
っ
て
新
た
に
墓
地
が
必
要
と
な
っ
た
「
家
」
に
一
区
画
を
分
け
与
え
た
り
、

小
野
原
か
ら
転
居
し
た
「
家
」
の
墓
地
を
小
野
原
全
体
で
維
持
管
理
し
て
き
た
。
ま
た
、
以
前
存
在
し
た
簡
易
火
葬
場
の
維
持
管
理
や
、

墓
守
の
負
担
も
行
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　
昭
和
五
〇
年
度
、
五
↓
年
度
「
大
字
小
野
原
に
関
す
る
諸
事
項
の
ま
と
め
　
大
字
小
野
原
区
長
」
に
は
、
「
W
　
墓
地
に
関
す
る
事

（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞

項
」
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
「
資
料
」
と
し
て
「
小
野
原
墓
地
管
理
規
約
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
以
降
、
小
野
原
墓

地
で
行
わ
れ
て
き
た
維
持
管
理
の
方
法
等
を
文
書
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
現
在
、
小
野
原
墓
地
と
同
様
に
江
戸
時
代
の
行
政
村
が
墓
地
を
経
営
管
理
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
集
落
墓
地
は
全
国
に
多
数
存
在
し

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
昭
和
五
〇
年
代
の
初
め
か
ら
「
墓
地
管
理
規
約
」
等
の
名
称
で
活
字
化
さ
れ
た
規
約
に
基
づ
い
て
経
営
管
理
さ

れ
て
い
る
集
落
墓
地
は
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
一
件
も
な
い
。

　
そ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
大
字
小
野
原
で
墓
地
に
関
す
る
規
約
等
が
作
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　
昭
和
四
五
年
、
千
里
丘
陵
で
開
催
さ
れ
た
大
阪
万
国
博
覧
会
は
、
周
辺
地
域
の
宅
地
開
発
を
急
速
に
推
し
進
め
た
。
小
野
原
に
お
い

16132巻34号
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て
も
阪
急
電
鉄
土
地
経
営
部
や
野
村
不
動
産
に
よ
る
七
九
、
○
○
○
坪
に
も
及
ぶ
宅
地
開
発
が
始
ま
り
、
新
住
民
の
急
速
な
増
加
が
予

想
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
七
五
、
○
○
○
坪
に
及
ぶ
区
画
整
理
計
画
も
発
表
さ
れ
、
小
野
原
墓
地
の
将
来
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
置
の
【
資
料
三
一
三
に
あ
る
よ
う
に
、
豊
新
・
小
野
原
線
の
道
路
施
設
問
題
で
、
墓
地
周
辺
の

境
界
確
定
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
こ
と
や
、
墓
地
の
建
て
替
え
に
伴
う
境
界
問
題
な
ど
が
起
こ
っ
て
き
た
た
め
、
小
野
原
墓
地
に
関
す

る
ル
；
ル
を
早
急
に
作
成
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
当
時
の
大
字
小
野
原
の
代
表
者
が
集
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
墓
地
管
理
の
実

体
を
基
に
管
理
規
約
等
を
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

32巻3・4号162

四
　
小
野
原
墓
地
の
所
有
権

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
件
小
野
原
墓
地
は
、
明
治
一
七
年
の
「
墓
地
及
埋
葬
取
締
規
則
」
が
施
行
さ
れ
る
以
前
か
ら
小
野
原
四

七
四
－
二
、
四
七
四
i
六
の
地
番
に
存
在
し
て
い
た
。
明
治
二
二
年
目
他
の
四
力
村
と
合
併
し
て
豊
川
村
と
な
っ
て
以
降
も
、
小
野
原

墓
地
の
経
営
管
理
は
地
元
に
任
せ
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
一
年
に
箕
面
町
と
合
併
し
箕
面
市
と
な
っ
て
以
降
も
、
大
字
小
野

原
が
そ
の
経
営
管
理
に
当
た
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
は
、
大
字
小
野
原
は
次
の
八
組
（
大
東
、
日
の
丸
、
日
の
出
、
神
楽
、
岩
戸
、
宮
崎
、
若
宮
、
大
西
）
に
分
か
れ
て
お
り
、

各
組
（
自
治
会
）
の
代
表
者
に
よ
っ
て
小
野
原
墓
地
の
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
な
お
、
箕
面
市
が
昭
和
五
九
年
に
大
阪
府
と
合
同
で
行
っ
た
墓
地
調
査
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
墓
地
台
帳
で
は
、
小
野
原
墓
地
は
財

産
区
財
産
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
財
産
区
が
所
有
す
る
墓
地
で
あ
る
な
ら
ば
、
墓
地
埋
葬
法
上
そ
の
経
営
者
は
小
野
原

財
産
区
で
あ
り
、
管
理
者
は
、
財
産
区
の
管
理
者
で
あ
る
箕
面
市
長
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
墓
地
台
帳
は
前



嚇
し
た
よ
う
に
、
小
野
原
墓
地
の
経
営
者
氏
名
お
よ
び
所
有
者
氏
名
を
小
野
原
と
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
三
一
年
に
豊
川
村

と
合
併
後
、
箕
面
市
が
墓
地
埋
葬
法
に
基
づ
い
て
小
野
原
墓
地
の
経
営
管
理
に
つ
い
て
指
導
し
た
形
跡
は
ど
こ
に
も
見
ら
れ
ず
、
相
変

わ
ら
ず
大
字
小
野
原
の
自
主
管
理
に
任
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
紛
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
小
賢
原
墓
地
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
本
件
墓
地
は
前
述
し
た
旧
土
地
台
帳
に
共
有
地
と
し

て
登
記
さ
れ
る
以
前
か
ら
昭
和
五
〇
年
頃
ま
で
、
実
体
的
に
も
古
く
か
ら
小
野
原
に
居
住
す
る
住
民
に
よ
っ
て
自
主
的
に
経
営
。
管
理

さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
以
降
は
「
小
野
原
墓
地
管
理
規
約
」
に
基
づ
い
て
、
地
元
住
民
に
よ
っ
て
経
営
．
管
理
さ
れ
て
き
た
と

い
う
事
実
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
件
墓
地
を
箕
面
市
長
を
管
理
者
と
す
る
財
産
区
墓
地
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
本
件
墓
地
は
民
法
二
六
三
条
の
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
に
該
当
し
、
そ
の
所
有
権
は
法
人
格
を
持
た
な
い
大
字
小
野

原
に
帰
属
し
、
墓
地
の
使
用
関
係
は
大
字
小
野
原
の
慣
行
（
小
野
原
墓
地
管
理
規
約
）
に
よ
る
と
考
え
る
。

五
　
墓
地
所
有
権
と
財
産
区

墓地所有権と財産区（二）

　
表
1
は
、
「
地
方
自
治
月
報
第
五
三
こ
口
そ
の
下
編
）
三
分
冊
の
三
・
平
成
一
七
年
三
月
・
一
〇
七
二
頁
以
下
」
の
「
財
産
区
に
関

す
る
調
」
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課
が
各
都
道
府
県
か
ら
の
報
告
を
集
計
し
た
も
の
で

あ
り
、
平
成
一
五
年
四
月
一
日
現
在
、
全
国
に
は
四
、
二
一
九
の
財
産
区
が
存
在
し
、
こ
の
内
、
財
産
区
を
分
類
し
た
際
に
、
墓
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

関
す
る
財
産
区
の
数
（
区
）
が
七
五
五
、
従
た
る
も
の
の
数
（
区
）
が
七
六
八
と
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
面
積
は
五
四
四
万
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。

　
な
お
、
渡
辺
洋
三
編
「
入
会
と
財
産
区
」
に
は
、
黒
木
三
郎
氏
に
よ
っ
て
、
自
治
省
財
政
局
調
査
課
が
行
っ
た
調
査
に
基
づ
き
、
昭
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財産区に関する調（総務省・平成15年4月1日現在）
財産区の数及び財産区の種類に関する調

表1

墓　　　　　地
都道府県名

財産区を有
ｷる市町村
煤@（団体）

財産区の合
v数　（区） 財産区の数

@　（区）
　　　　1]たるもの
ﾌ数　（区）

面　　　積
@（千㎡）

北海道
青森県 28 283 64 21 126

岩手県 12 23 1 1，646

宮城県 4 6 1 2

秋田県 28 88 18 52

山形県 16 108 11 17 41

福島県 34 95 6 8

茨城県 7 11

栃木県 11 23 1 1

群馬県 1 1

埼玉県
千葉県 4 9

東京都 3 8 2 7

神奈川県 9 37 1 0．3

新潟県 16 49 5 25 78

富山県 4 ユ1

石川県 7 8 1 5

福井県 3 15 1 34

山梨県 33 167 ユ 8

長野県 38 194 35 60

岐阜県 25 91 11 14 100

静岡県 27 106 37 55

愛知県 8 44 14 23

三重県 13 23 6 7

滋賀県 16 112 16 35 315

京都府 23 145

大阪府 29 668 203 224 639

兵庫県 41 569 113 184 1，020

奈良県 10 148 42 45

和歌山県 19 52

鳥取県 20 107 3 33

島根県 6 13

岡山県 26 429 161 43 517

広島県 24 152 5 28 100

山口県 2 2

徳島県 14 22 4 17

香川県 16 39 8 45

愛媛県 10 42 16 74

高知県 3 7 3 9

福岡県 19 184 27 52 204

佐賀県
長崎県 2 89 50 10 160

熊本県 15 23 2 1

大分県 2 15

宮崎県 1 1 1 13

鹿児島県

沖縄県
合　計 629 4，219 755 768 5，445
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墓地所有権と財産区（二）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
＞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
三
八
年
四
月
一
日
現
在
の
「
財
産
区
の
概
要
」
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
財
産
区
の
数
は
三
、
九
一
六
と
な
っ
て
お
り
ハ
財
産
の

較
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区
分
の
内
、
墓
地
が
九
〇
一
財
産
区
（
他
に
「
組
合
等
分
」
が
一
カ
所
）
、

比

鞭
　
　
　
　
　
　
　
　
面
積
七
四
万
五
、
吾
八
坪
（
約
二
四
六
互
七
六
平
方
イ
ト
ル
）
と

獅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
・
て
い
る
。

鴎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
2
は
、
昭
和
三
八
年
当
時
一
〇
〇
以
上
の
財
産
区
を
有
し
て
い
た
各

睦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
府
県
の
財
産
区
の
数
と
平
成
一
五
年
の
財
産
区
の
数
を
比
較
し
た
も
の
で

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
多
く
の
府
県
で
財
産
区
が
減
少
す
る

表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傾
向
に
あ
る
中
、
大
阪
府
・
岡
山
県
・
山
梨
県
で
は
そ
の
数
が
増
加
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
魔
、
特
に
大
阪
府
の
増
加
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
と
、
行
政
の
対
応
如
何
が
財
産
区
の
存
在
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
財
産
区
墓
地
に
も
影
響
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
中
で
も
大
阪
府
．
兵
庫
県
．
岡
山
県
の
財

産
区
墓
地
は
、
そ
の
数
・
面
積
と
も
に
他
の
都
道
府
県
よ
り
も
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
原
因
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
点
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
記
資
料
は
、
あ
く
ま
で
も
行
政
側
が
財
産
区
墓
地
と
考
え
て
い
る
墓
地
の
数
を
集
計
し
た
に
す
ぎ
ず
、
前
述
し
た
箕

面
市
の
例
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
墓
地
を
所
有
し
て
い
る
財
産
区
の
数
を
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
結
局
、
財
産
区
に
墓
地
の
所
有

権
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
単
に
登
記
名
義
や
財
産
区
議
会
の
存
在
等
か
ら
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
当
該
墓
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
成
立
経
緯
・
経
営
管
理
実
態
を
調
査
し
た
上
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

府県名 昭和38年 平成15年

兵庫県 646 569

青森県 283 283

奈良県 235 148

岡山県 229 429

長野県 225 194

大阪府 208 668

広島県 177 152

山梨県 156 167

京都府 ！46 145

岐阜県 140 91

滋賀県 130 112

福島県 128 95

山形県 126 108

鳥取県 121 107

静岡県 1！6 106

16532巻3・4号



説論

　
な
お
、
財
産
区
に
墓
地
の
所
有
権
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
墓
地
を
使
用
す
る
権
利
（
墓
地
使
用
権
）
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
の

で
、
別
途
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

お
わ
り
に

　
平
成
一
七
年
九
月
に
愛
媛
大
学
法
文
学
部
総
合
政
策
学
科
の
授
業
科
目
で
あ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
担
当
者
と
し
て
、
学
生
二
一

名
と
共
に
西
予
市
城
川
町
高
野
子
地
区
で
「
墓
地
に
関
す
る
意
識
調
査
と
墓
地
の
実
態
調
査
」
を
行
っ
た
。

　
西
予
市
は
、
平
成
一
六
年
四
月
に
宇
和
町
・
三
瓶
町
・
明
浜
町
・
野
村
町
・
城
川
町
の
同
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
市
で
あ
り
、
ブ
イ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
調
査
地
を
探
す
た
め
に
訪
問
し
た
城
川
支
所
（
旧
城
川
町
役
場
）
に
「
昭
和
＝
年
　
墓
地
台
帳
　
愛
媛
県
東
宇
和

郡
高
川
村
役
場
」
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
、
調
査
の
候
補
地
と
な
っ
た
一
因
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
墓
地
台
帳
に
は
、
大
字
高
野
子

に
五
組
（
六
十
組
、
菊
野
谷
組
、
池
野
心
組
、
杖
野
師
、
本
村
組
）
共
有
の
墓
地
、
四
カ
所
が
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
近
く
に
町

営
の
宿
泊
施
設
が
あ
っ
た
た
め
、
高
野
子
地
区
を
調
査
地
と
決
定
し
た
。

　
調
査
を
進
め
る
中
で
、
旧
城
川
町
に
は
四
つ
の
財
産
区
（
遊
子
川
財
産
区
、
土
居
財
産
区
、
高
川
財
産
区
、
造
成
財
産
区
）
が
残
っ

て
お
り
、
こ
の
内
の
高
川
財
産
区
に
保
管
さ
れ
て
い
る
「
城
川
町
公
有
財
産
台
帳
（
高
野
子
村
）
」
に
は
、
「
現
況
地
目
　
墓
地
、
地
番

高
野
子
一
四
八
九
、
所
有
者
　
高
野
子
村
」
と
「
現
況
地
目
　
雑
種
地
、
地
番
　
川
津
南
五
一
二
、
所
有
者
　
高
川
村
」
の
記
載
が
あ

る
。
今
回
お
会
い
し
た
財
産
区
議
員
の
話
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ニ
隠
所
は
現
在
も
墓
地
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
管
理
は
全
て
地
元
が

行
っ
て
お
り
財
産
区
は
関
与
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、
昭
和
四
八
年
に
作
成
さ
れ
た
「
城
川
町
高
川
財
産
区
有
林
　
経
営
計
画
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
城
川
町
高
川
財
産
区
は
、

32巻3・4号166



昭
和
二
九
年
三
月
差
一
日
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
り
、
面
高
川
村
、
土
居
村
、
遊
子
川
村
、
保
磁
村
の
四
ヵ
村
が
合
併
し
、
城
川
町
（
旧

黒
瀬
川
村
）
が
発
足
す
る
際
、
「
合
併
に
伴
う
財
産
処
分
に
関
す
る
協
議
」
に
よ
り
、
旧
村
の
所
有
財
産
の
内
、
山
林
に
つ
い
て
は
、

財
産
区
を
設
け
、
議
会
を
設
置
し
管
理
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
』
と
あ
り
、
墓
地
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
は
ど
こ
に
も
な
い
。
以
上

の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ニ
カ
所
の
墓
地
が
高
川
財
産
区
の
所
有
と
は
考
え
難
い
。

　
し
か
し
、
高
川
財
産
区
の
あ
る
西
里
市
城
川
町
高
野
子
地
区
は
、
典
型
的
な
過
疎
地
域
で
あ
り
、
今
後
の
墓
地
経
営
の
継
続
性
を
い

か
に
保
っ
て
い
く
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
墓
地
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
拡
張
ま
た
は
新
設
等
に
で
も

引
っ
か
か
ら
な
い
限
り
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

　
そ
れ
よ
り
も
、
大
阪
府
や
兵
庫
県
な
ど
の
大
都
市
周
辺
部
で
住
宅
開
発
等
が
進
め
ら
れ
て
い
る
地
域
の
財
産
区
墓
地
に
つ
い
て
、
そ

の
管
理
者
で
あ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
自
体
が
、
紛
争
の
起
こ
る
前
に
当
該
墓
地
の
成
立
の
経
緯
・
管
理
の
実
体
等
を
調
査
し
、
そ
の

所
有
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

墓地所有権と財産区（二）

　
注（

1
）
詳
し
い
内
容
は
、
後
掲
の
【
資
料
三
】
参
照
。

（
2
）
　
【
資
料
一
】
参
照
。

（
3
）
　
こ
れ
ま
で
は
「
部
落
墓
地
」
と
い
う
呼
称
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
呼
称
は
「
部
落
差
別
」
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
昨
年
行
っ
た
愛
媛
県
西
予
市
で
の
調
査
に
お
い
て
城
川
支
所
の
墓
地
担
当
者
が
「
集
落
墓
地
」
と
呼
ん
で
い
る
の
を
聞
き
、
今
後
は
「
部
落
墓
地
」
と

　
　
い
う
呼
称
を
「
集
落
墓
地
」
に
変
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
「
集
落
墓
地
」
と
は
、
江
戸
時
代
の
行
政
村
ま
た
は
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い

　
地
域
を
単
位
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
構
成
員
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
て
き
た
墓
地
の
こ
と
で
あ
る
。
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説論

（
4
）
　
総
務
羅
切
治
行
政
局
行
政
課
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
従
た
る
も
の
の
数
（
区
）
」
に
関
し
て
記
載
要
領
は
特
に
な
い
が
、
複
数
の
県
に
問
い
合

　
　
わ
せ
た
と
こ
ろ
「
墓
地
に
関
す
る
財
産
区
で
は
な
い
が
、
墓
地
を
含
ん
で
い
る
財
産
区
を
指
す
の
で
は
な
い
か
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
5
）
　
黒
木
三
郎
「
財
産
区
の
概
要
」
渡
辺
洋
三
編
著
『
入
会
と
財
産
区
』
勤
草
圭
旦
房
・
一
九
七
四
年
・
二
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
　
な
お
、
福
岡
県
の
財
産
区
の
数
は
昭
和
三
八
年
当
時
一
〇
〇
未
満
で
あ
っ
た
が
、
平
成
一
五
年
に
は
一
八
四
と
な
っ
て
お
り
、
大
幅
に
増
加
し
て
い

　
　
る
。

（
7
）
　
北
條
浩
氏
は
「
地
租
改
正
に
お
い
て
、
地
券
状
に
あ
ら
わ
れ
た
名
義
は
必
ず
し
も
実
質
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
地
券
状
の
名
義
を
真
の
土

　
　
地
所
有
者
と
し
て
こ
れ
を
確
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
政
策
な
い
し
法
令
、
も
し
く
は
判
決
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
形
式
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
慣
習
が

　
　
優
先
し
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
古
く
か
ら
の
墓
地
の
所
有
関
係
を
慣
習
に
委
ね
て
い
る
。
「
明
治
初
年
の
墓
地
所
有
権
と
利
用
（
二
）
」

　
　
帝
京
法
学
第
一
六
号
八
五
頁
。

32巻3・4号168

　
　
　
　
【
資
料
一
】

　
　
「
小
野
原
墓
地
管
理
規
約
」

第
一
　
本
規
約
は
、
小
野
原
共
有
墓
地
の
管
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
定
め
る
。

第
二
　
墓
地
の
使
用
者
と
は
、
現
在
墓
石
等
を
保
有
し
、
善
良
な
管
理
を
行
う
者
を
云
う
。

第
三
　
本
規
約
施
行
後
、
使
用
者
が
墓
石
の
改
築
等
を
し
ょ
う
と
す
る
時
は
、
現
に
善
良
な
管
理
を
行
な
い
第
三
者
に
被
害
を
及
ぼ
さ
な
い
範
囲
内
と
す
る
。

第
四
　
改
築
等
を
行
な
お
う
と
す
る
者
は
、
通
路
等
不
特
定
多
数
が
利
用
す
る
敷
地
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
　
使
用
者
が
、
墓
地
を
改
築
或
い
は
、
石
垣
、
植
樹
等
、
そ
の
形
状
に
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
隣
接
地
使
用
者
の
同
意
書
及
び
改
築
等
形

　
　
状
変
更
の
位
置
、
規
模
等
必
要
事
項
を
図
示
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
着
手
前
に
自
治
会
長
を
通
じ
、
区
長
に
申
し
出
る
こ
と
。

第
六
　
第
五
に
よ
り
、
区
長
に
改
築
等
の
申
し
出
を
行
な
っ
た
使
用
者
は
、
区
長
の
許
可
が
あ
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



墓地所有権と財産区（二）

第
七
　
許
可
前
に
、
改
築
等
の
着
手
を
し
た
使
用
者
が
あ
る
と
き
は
、
区
長
は
、
そ
の
許
可
前
に
設
置
し
た
墓
石
等
の
撤
去
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
　
使
用
者
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
実
を
、
区
長
が
確
認
し
た
と
き
は
、
自
治
会
役
員
会
の
議
を
経
て
、
そ
の
使
用
を
取
り
消
す
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　　“　udi五四二＿

第
九
　
こ
の
規
約
に
定
め
な
き
事
項
、

　
　
決
定
す
る
。

第
一
〇
　
本
規
約
の
変
更
は
、
自
治
会
役
員
会
に
お
い
て
行
な
う
。

　
本
規
約
は
、
昭
和
五
〇
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

一二三

目
的
外
に
使
用
し
た
と
き

使
用
権
を
譲
渡
し
、
又
は
、
転
貸
し
た
と
き

一
個
以
上
の
墓
地
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き

区
長
の
許
可
条
件
を
守
ら
な
い
と
き

そ
の
他
自
治
会
役
員
会
に
お
い
て
、
使
用
が
不
適
当
と
認
め
た
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
は
、
新
た
に
墓
地
の
使
用
を
希
望
す
る
者
が
あ
る
と
．
き
は
、

そ
の
都
度
、
自
治
会
役
員
会
の
議
を
経
て
、
区
長
が

　
　
【
資
料
二
】

申
し
合
わ
せ
事
項

新
た
に
墓
地
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
現
に
小
野
原
地
区
に
住
所
を
有
し
、
永
住
す
る
者
で
自
治
会
役
員
会
で
認
め
た
者
に
限
る
。

新
た
に
墓
地
を
使
用
す
る
と
き
の
規
模
は
、
縦
、
横
そ
れ
ぞ
れ
一
・
八
米
以
内
と
す
る
。

手
続
等
に
つ
い
て
は
、
「
小
野
原
墓
地
管
理
規
約
」
に
準
拠
す
る
。
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曲論

　
　
　
　
　
【
資
料
一
三

　
　
　
W
　
墓
地
に
関
す
る
事
項

　
一
　
「
小
野
原
墓
地
管
理
規
約
」
に
則
る
適
正
な
措
置
に
つ
い
て

　
　
本
規
約
は
、
大
字
小
野
原
の
墓
地
を
、
先
祖
の
霊
を
ま
つ
る
永
久
の
聖
地
と
し
て
、
適
正
に
維
持
で
き
る
よ
う
管
理
し
て
行
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
（
管

　
理
の
根
本
精
神
）
。

日
　
墓
地
、
墓
碑
等
の
新
設
、
改
造
、
補
修
等
を
行
な
う
場
合
に
つ
い
て

　
　
墓
地
や
墓
碑
な
ど
を
造
改
造
等
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
当
該
自
治
会
長
に
そ
の
旨
届
出
て
、
規
約
に
反
し
な
い
よ
う
心
得
、
手
続
き
の
方
法
等
に
つ
き
聞

　
い
た
上
で
、
隣
接
地
使
用
者
の
同
意
書
及
び
改
築
等
形
状
変
更
の
位
置
、
規
模
等
必
要
事
項
を
図
示
し
た
書
面
を
作
り
、
着
手
前
に
自
治
会
長
を
通
じ
、
墓

　
地
委
員
会
の
委
員
長
に
申
し
出
（
村
役
員
会
に
は
か
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
協
議
を
要
す
る
が
、
上
記
規
約
に
添
う
場
合
は
、
村
役
員
会
に
報
告
す
る
形
式

　
に
て
）
区
長
が
決
裁
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
［
備
考
］
承
認
を
求
め
る
場
合
は
、
所
定
の
承
認
書
の
様
式
に
よ
り
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

口
　
自
治
会
輪
番
に
よ
る
墓
地
の
清
掃
の
こ
と
に
つ
い
て

　
　
従
来
よ
り
各
自
治
会
ご
と
に
、
輪
番
に
て
月
　
回
、
そ
れ
ぞ
れ
各
自
治
会
の
都
合
よ
き
日
曜
日
に
、
墓
地
の
清
掃
を
さ
れ
て
来
た
が
、
こ
れ
は
大
字
小
野

　
原
に
と
っ
て
誠
に
よ
き
風
習
で
あ
る
の
で
、
今
後
も
継
続
し
て
実
施
し
て
行
き
た
い
（
墓
当
番
の
札
を
廻
す
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
）

　
　
清
掃
の
範
囲
と
し
て
は
、

　
　
①
迎
え
地
蔵
尊
の
入
り
口
よ
り
、
小
野
原
上
山
田
線
の
府
道
に
通
ず
る
道
及
び
正
面
釈
迦
佛
の
建
物
へ
至
る
道
並
び
に
そ
の
東
側
か
ら
府
道
へ
お
り
る
道

　
　
　
の
清
掃
。

　
　
②
上
記
の
道
の
周
辺
及
び
井
戸
屋
形
、
倉
庫
付
近
並
び
に
正
面
釈
迦
佛
の
建
物
内
、
及
び
そ
の
東
側
の
空
地
付
近
の
清
掃
。

　
　
③
墓
碑
の
建
っ
て
い
る
墓
地
内
は
、
自
分
た
ち
の
墓
を
中
心
に
、
そ
の
周
辺
及
び
通
路
等
を
平
素
適
宜
清
掃
す
る
も
の
と
す
る
。

　
④
ゴ
ミ
処
理
場
の
新
設
に
当
た
り
、
墓
当
番
の
際
、
今
後
は
上
記
①
、
②
の
外
に
、
下
記
の
通
り
袋
詰
め
を
行
な
う
こ
と
と
す
る
。
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燃
焼
ゴ
ミ
と
不
燃
焼
ゴ
ミ
に
分
け
て
捨
て
ら
れ
た
種
類
の
も
の
を
別
々
に
し
て
、
市
よ
り
配
当
さ
れ
た
袋
（
昭
五
二
、
二
、
二
四
、
区
長
よ
り
の
申
請
、

　
年
間
必
要
考
案
〇
〇
枚
に
対
し
、
支
給
さ
れ
た
も
の
）
に
詰
め
、
市
衛
生
課
よ
り
収
集
に
来
ら
れ
た
時
に
、
拠
出
し
や
す
い
よ
う
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

　
（
三
月
、
大
西
自
治
会
よ
り
実
施
）

日
　
村
役
員
（
自
治
会
長
、
実
行
組
合
長
V
全
員
に
よ
る
墓
地
の
清
掃

　
　
毎
月
、
各
自
治
会
輪
番
に
て
墓
地
の
清
掃
を
さ
れ
て
い
る
が
、
正
面
建
物
の
東
側
の
雑
草
が
お
い
茂
っ
て
い
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
平
素
は
、
な
か
な
か

　
除
草
等
レ
難
い
の
で
、
特
に
大
事
な
お
盆
の
時
期
に
、
徹
底
し
て
清
掃
す
る
た
め
、
盆
前
の
適
当
な
日
曜
日
を
選
ん
で
、
役
員
全
員
が
上
記
場
所
と
井
戸
屋

　
形
東
側
の
花
等
乱
雑
に
捨
て
て
い
る
場
所
そ
の
他
に
つ
い
て
毎
年
度
清
掃
し
て
来
た
。

　
　
上
記
の
清
掃
の
他
、
釈
迦
佛
の
建
物
の
屋
根
の
瓦
が
ず
つ
て
い
る
の
を
直
し
た
り
、
壁
の
落
ち
て
い
る
処
を
補
修
し
た
り
し
て
、
役
員
自
ら
の
手
で
年
一

　
回
清
掃
や
補
修
に
当
た
っ
て
来
た
（
な
お
、
当
日
は
、
研
修
所
の
裏
の
清
掃
や
元
醤
油
蔵
跡
の
除
草
も
併
せ
行
な
っ
て
来
た
）
。

墓地所有権と財産区（二）

　
二
　
墓
地
の
施
設
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

e
　
塵
芥
処
理
場
の
新
設
に
つ
い
て

　
　
墓
地
を
美
的
に
維
持
管
理
す
る
た
め
、
他
所
の
同
施
設
を
実
地
に
調
査
研
究
し
、
面
当
的
に
し
か
も
使
用
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮
し
、
．
設
置
し
た
も
の
で

　
あ
る
。

　
　
な
お
、
燃
焼
ゴ
ミ
と
不
燃
焼
ゴ
ミ
に
分
け
て
所
定
の
場
所
に
捨
て
、
そ
れ
を
各
自
治
会
当
番
の
時
に
袋
に
詰
め
て
お
き
、
市
衛
生
課
の
車
に
て
収
集
し
て

　
頂
く
の
に
都
合
よ
き
よ
う
、
特
に
場
所
の
選
定
と
、
そ
の
設
計
に
は
協
議
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
今
後
は
、
こ
の
処
理
場
以
外
の
場
所
に
、
ゴ
ミ
を
捨
て
ぬ
よ
う
堅
く
守
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
三
月
一
八
日
よ
り
同
処
理
場
を
使
用
す
る
旨
、
各
組
へ

　
回
覧
板
で
周
知
す
。

　
［
業
者
］
掛
各
工
務
店
　
　
［
経
費
］
三
八
○
、
○
○
○
円

　
［
工
期
］
昭
五
二
、
二
、
一
二
～
同
三
、
一
五
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説野

口
　
倉
庫
の
建
物
に
つ
い
て

　
　
北
東
側
の
壁
が
落
ち
、
瓦
も
ゆ
る
ん
で
い
る
の
で
、
近
い
将
来
補
修
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
将
来
こ
の
建
物
の
撤
去
を
問
題
に
し
て
も
よ
い
の

　
で
は
な
い
か
。
但
し
、
内
部
用
具
の
始
末
の
方
法
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
要
考
慮
。

日
　
正
面
釈
迦
佛
の
建
物
に
つ
い
て

　
　
屋
根
瓦
が
ゆ
る
み
、
壁
が
一
部
落
ち
て
い
た
の
で
、
昭
和
五
〇
年
の
盆
前
に
、
村
役
員
で
一
応
補
修
し
た
が
、
今
後
出
来
る
限
り
早
い
機
会
に
修
理
を
必

　
要
と
す
る
。

四
　
元
焼
場
（
煉
瓦
造
り
）
の
施
設
に
つ
い
て

　
　
現
在
、
必
要
性
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
将
来
撤
去
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　
正
念
寺
、
理
照
寺
の
山
林
そ
の
他
と
墓
地
と
の
境
界
を
明
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　
下
記
、
豊
中
小
野
原
線
の
道
路
施
設
の
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
今
後
墓
地
周
囲
の
境
界
を
関
係
者
立
会
い
の
上
、
明
示
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

　
特
に
西
側
の
正
念
寺
、
理
照
寺
の
寺
領
山
林
と
家
庭
の
墓
が
く
っ
つ
い
て
い
る
処
が
あ
る
の
で
、
今
の
間
に
明
示
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
四
　
墓
地
全
体
の
将
来
計
画
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

8
　
豊
中
小
野
原
線
の
道
路
敷
設
に
際
し
、
墓
地
に
隣
接
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
時
は
、
境
界
線
の
状
況
に
よ
っ
て
石
積
み
も
し
く
は
コ
ン
ク
リ

　
ー
ト
で
接
す
る
よ
う
に
す
る
と
共
に
、
側
溝
を
設
け
、
排
水
も
よ
く
す
る
よ
う
要
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

口
　
上
記
の
機
会
に
墓
地
入
口
近
く
に
あ
る
犬
や
猫
を
葬
っ
た
墓
を
事
前
に
村
と
し
て
撤
去
す
る
旨
の
公
示
を
行
な
い
、
周
知
さ
せ
た
上
で
、
地
な
ら
し
を
す

　
る
。
更
に
釈
迦
佛
建
物
東
側
の
雑
草
地
も
地
な
ら
し
を
し
、
墓
地
の
拡
張
を
図
る
こ
と
が
よ
い
。

日
　
上
記
二
の
（
二
）
（
三
）
（
四
）
や
三
の
施
設
の
補
修
や
撤
去
並
び
に
境
界
明
示
及
び
墓
地
の
拡
張
等
と
合
せ
、
墓
地
の
周
囲
に
適
当
な
植
樹
を
し
、
墓
地
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全
体
が
祖
先
の
霊
を
ま
つ
る
永
久
の
聖
地
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
し
か
も
美
し
い
環
境
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

墓地所有権と財産区（．．つ
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